
尾道市内の集団規定に関する基準一覧表 R8.4.1
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※
1 
丁卯新涯地区地区計画により絶対高さ制限：10ｍ

※
2
 因島南部住宅地区地区計画による建蔽率の最高限度：70％

※
3 
用途地域の指定のない区域のうち、市街化調整区域内での建築は原則都市計画法による許可を受ける必要があります。

※
4
法第52条第1項、第2項、第7項及び第9項の容積率の限度による。

注　　道路斜線の検討における道路面と敷地の地盤面に著しく高低差がある場合については、前面道路は敷地の地盤面より1ｍだけ低い位置にあるものとみなします。
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